
ス
ト
、
ラ
イ
ブ
な
ど
盛
り
だ
く
さ

ん
の
内
容
。
ぜ
ひ
会
場
に
足
を
運

ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
場
所

関
屋
工
業
団
地
Ｂ
区
画

▼
日
時

５
月
28
日
（
午
前
９
時

〜
午
後
10
時
）、
５
月
29
日
（
午

前
８
時
〜
午
後
５
時
）

▼
入
場
料
金

前
売
２
、
０
０
０

円
、
当
日
２
、
５
０
０
円

▼
チ
ケ
ッ
ト
販
売
先

チ
ケ
ッ
ト

ロ
ー
ソ
ン
、
チ
ケ
ッ
ト
ぴ
あ
、
Ｇ

Ａ
Ｍ
Ａ
会
員
店
舗

▼
公
式
サ
イ
ト

http://gam
a.

usa-1
.co.jp/

▼
対
象

昭
和
50
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
た
人
で
、
学
校
教
育

法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除

く
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
人
事
委

員
会
が
認
め
る
学
校
を
卒
業
し
た

人
、
又
は
平
成
18
年
３
月
31
日
ま

で
に
卒
業
見
込
み
の
人
。

▼
受
付
期
間

５
月
９
日
（
月
）

〜
５
月
27
日
（
金
）

▼
願
書
配
布
場
所

沼
田
警
察

署
、
各
交
番
・
駐
在
所

▼
第
１
次
試
験

７
月
10
日
（
日
）

▼
問
い
合
わ
せ

沼
田
警
察
署
1

２
２
―
０
１
１
０

1 0

おまわりさんからのお知らせ

悪質商法に注意Y
「お金を貸します」「融資ＯＫ」

「保証人不要」といったヤミ金融

や「ふとんが安いですよ」「資産

の運用で利益が出ますよ」「必ず

儲かる商品があります」などの

「うまい話」の悪質商法が、最近

多くなってきています。

ほとんどの場合、違法な商法

であり消費者の利殖願望につけ

込む悪質な詐欺行為です。

このような商法・業者にひっ

かかってしまった場合は、１人

で悩まずに必ず警察に連絡しま

しょう。

ハイキングガイド
ガーデニング

〃

５月21日(土)
６月４日(土)

18日(土)

期　　日 特　集

第１・３土曜日は
公民館図書室へ

■時間 午前10時～午後２時

■小学生向けの特集
干支の動物が登場する物語

や絵本のコーナーです。
５月　泣き虫がいっぱい
６月　強い子がいっぱい
■問い合わせ 村教育委員会
事務局1２４－５１２０

刑
事
・
民
事
を
問
わ
ず
、
暴
力

団
員
な
ど
に
よ
る
各
種
被
害
、
不

当
な
要
求
行
為
、
債
権
取
立
、
交

通
事
故
示
談
等
民
事
介
入
問
題
な

ど
、
暴
力
団
（
員
）
に
関
す
る
す

べ
て
の
問
題
に
つ
い
て
相
談
を
受

け
付
け
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
開
設
日
時
・
場
所

①
５
月
24

日
（
火
）
午
後
１
時
〜
４
時
・
群

馬
県
青
少
年
会
館
特
設
会
場
②
５

月
30
日
（
月
）
午
後
１
時
〜
４

時
・
太
田
市
社
会
教
育
総
合
セ
ン

タ
ー
特
設
会
場

▼
相
談
員

弁
護
士
、
警
察
官
、

暴
力
追
放
相
談
委
員

▼
そ
の
他

当
日
は
電
話
に
よ
る

相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

特
設
電
話
番
号
1
０
２
７
―
２

２
３
―
９
３
８
６

▼
問
い
合
わ
せ

（
財
）
群
馬
県

暴
力
追
放
県
民
会
議
1
０
２
７

―
２
５
４
―
０
８
０
８

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
沼
田
で
は
、
平

成
18
年
３
月
新
規
学
校
卒
業
予
定

者
（
中
学
・
高
校
・
大
学
等
）
を

募
集
す
る
事
業
主
を
対
象
と
し
た

求
人
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

新
卒
者
の
募
集
を
予
定
し
て
い

る
方
は
、
是
非
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時

平
成
17
年
６
月
10
日

（
金
）
午
後
２
時
か
ら

▼
場
所

利
根
沼
田
文
化
会
館

▼
問
い
合
わ
せ

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

沼
田
（
沼
田
公
共
職
業
安
定
所
）

1
２
２
―
８
６
０
９

北
関
東
最
大
規
模
と
な
る
ア
メ

リ
カ
ン
バ
イ
カ
ー
ズ
キ
ャ
ン
プ
を

開
催
し
ま
す
。

当
日
は
Ｆ
Ｍ
Ｘ
ス
ー
パ
ー
ジ
ャ

ン
プ
、
カ
ス
タ
ム
バ
イ
ク
コ
ン
テ

くらしの
情　報
広く村民の皆さんに呼びか
けたいことがありまし
たら、このページを
ご利用ください。

一
日
暴
力
団
無
料
相
談
所

を
開
催
し
ま
す

◆(

財)

群
馬
県
暴
力
追
放
県
民
会
議

▼
お
知
ら
せ

▼
募
　
集

事
業
主
を
対
象
と
し
た

求
人
説
明
会
を
行
い
ま
す

◆
沼
田
公
共
職
業
安
定
所

Ｋ
Ｉ
Ｃ
Ｋ
　
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｋ

Ｍ
Ｅ
Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
開
催
！！

◆
群
馬
Ａ
Ｍ
Ａ

17
年
度
警
察
官
Ａ

採
用
試
験
を
行
い
ま
す

◆
沼
田
警
察
署



そうだんがいど

家庭内や隣近所のもめごとなど
でお悩みの人は、ご相談ください。
村人権擁護委員が相談に応じま
す。◆日時：６月７日（火）、午
後１時30分～４時、◆会場：役
場会議室。

高血圧や糖尿病などでお悩みの
人は、ご相談ください。役場保健
師が相談を受けます。◆日時：５
月31日（火）、午後１時～４時、
◆場所：村保健センター1２４－
５１４２。

「眠れない」、「イライラして落
ち着かない」など、心に悩みを持
つ人はご相談ください。専門家が
相談に応じます。◆日時：６月３
日（金）、午後１時30分～（事前
に電話予約を）、◆会場：沼田保
健福祉事務所1２３－２１８５。

パートナーからの暴力やさまざ
まな悩みを持っている女性の相談
や支援を行います。◆日時：平日
午前９時～午後８時、土日祝日午
後１時～５時◆相談専用電話1０
２７－２３１－４４８８

軽自動車税全期、固定資産税１
期、下水道使用料１期は５月31
日（火）が納期です。完納にご
協力ください。

今・月・の・納・期

こころの健康相談

女性相談センター

健康相談

特設人権相談所

1 1

□
お
誕
生
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

入
　
沢
・
諸
田
祐
茉

ゆ
　
ま

ち
ゃ
ん

さ
ん
の
子
３
月
18
日
生

滝
　
寺
・
飯
塚
亮
太

り
ょ
う
た

く
ん

さ
ん
の
子
４
月
４
日
生

森
下
下
・
真
下
美
優

み
　
ゆ

ち
ゃ
ん

さ
ん
の
子
４
月
13
日
生

田
　
岸
・
宮
田
　
翼

つ
ば
さ

く
ん

さ
ん
の
子
４
月
14
日
生

吹
　
張
・
今
井
彪
雅

ひ
ゅ
う
が

く
ん

さ
ん
の
子
４
月
15
日
生

勝
孝
　
子

俊
　
行

里
江
子

敏
　
一

愛
　
子

陽
　
平

ゆ
か
り

和
　
典

奈
　
美

４
月
届
出
分

う
ぶ
ご
え

※
掲
載
を
希
望
さ
れ
な
い
方
は
、

届
出
の
際
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

・
永
井
と
ら
さ
ん

78
歳
３
月
31
日
没

滝
久
保
・
林
　
将
光
さ
ん

55
歳
３
月
31
日
没

・
眞
下
マ
キ
さ
ん

87
歳
４
月
３
日
没

森
下
上
・
稲
垣
カ
タ
子
さ
ん

85
歳
４
月
４
日
没

藤
　
井
・
綿
貫
み
つ
さ
ん

90
歳
４
月
４
日
没

大
　
堀
・
柄
澤
英
作
さ
ん

78
歳
４
月
10
日
没

永
井
上
・
山
口
藤
市
さ
ん

89
歳
４
月
18
日
没

・
兼
田
政
男
さ
ん

91
歳
４
月
25
日
没

■
ご
め
い
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

お
く
や
み

わが村の人口

人　口　　7,906人　　(－１)
男　　　3,894人　　(＋２)
女　　　4,012人　　(－３)

世帯数　　2,159人　　(＋１)
※（ ）内は前月比

５月１日現在（住基人口）

赤
城
原

第
　
２

赤
城
原

第
　
２

赤
城
原

第
　
１

種　類 資　格　要　件 手続きに必要なもの

保険証・印鑑

本村に本籍のない方は戸籍謄本、
転入者は前住所地の課税証明書・
保険証・印鑑

身体障害者手帳・保険証・印鑑
老人保健法該当者は老人医療受給
者証
年金証書・保険証・印鑑
老人保健法該当者は老人医療受給
者証
身体障害者手帳・保険証・印鑑
年金証書・保険証・印鑑
証書・保険証・印鑑
療育証書・保険証・印鑑

所定の診断書・保険証・印鑑

小学校卒業(満12歳に達する日以
後の最初の３月31日まで)
18歳未満の児童を扶養している
母子・父子家庭および18歳未満
の父母のいない児童(所得税が課
せられている父子は除く)

身障手帳１級または２級

障害年金１級

身障手帳１級または２級
障害年金１級
特別児童扶養手当１級
療育手帳判定Ａ
障害年金１級程度の障害で年金
を受給することができない人

乳幼児

母子・父子
家　庭

高齢重度
障 害 者
(65歳以上)

重度心身
障 害 者

福祉医療制度 福祉医療費受給資格者証の
申請はお済みですか

福祉医療制度は、医療費（保険診療）のうち、自己負担分の費用を村
が負担する制度です。
下表の資格要件に該当する人で福祉医療費受給資格者証の交付を受け

ていない人は、申請をしてください。
福祉医療費受給資格者証は、県内の医療機関で受診するときに、保険

証と一緒に窓口に提示してください。県外での受診や治療用装具を装着
したときは、負担金を支払ってから村へ申請してください。
母子・父子家庭の人で、結婚した場合（事実婚も含む）は資格を喪失

しますので、届出をしてください。
■問い合わせ 保健福祉課（内線27）

福祉医療制度の種類と申請に必要なもの


